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戸締り用心　火の用心！
11月9日、すずらん保育園
火災予防運動イベントにて



県
内
で
も
被
害
件
数
が
急
増	

だ
ま
し
の
手
口
は	

            

電
話
か
ら

　
今
年
1
月
か
ら
10
月
末
ま
で
の

県
内
に
お
け
る
電
話
詐
欺
の
被
害

認
知
件
数
は
74
件
、
被
害
総
額
は

既
に
2
億
円
以
上
に
上
り
、
過
去

最
悪
を
記
録
し
た
昨
年
を
す
で
に

上
回
り
、
極
め
て
危
機
的
な
状
況

に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
山
梨

県
警
察
で
は
、
詐
欺
の
手
口
の
共

通
点
と
し
て
、
ま
ず
だ
ま
し
の
電

話
が
固
定
電
話
に
か
か
っ
て
く
る

こ
と
に
着
目
し
、
固
定
電
話
に
か

か
っ
て
き
た
電
話
に
つ
い
て
、
息

子
で
あ
っ
て
も
孫
で
あ
っ
て
も
お

金
の
話
が
出
た
ら
、
ま
ず
詐
欺
を

疑
う
こ
と
を
広
め
る
た
め
、
全
国

的
に
は
特
殊
詐
欺
と
呼
ば
れ
て
い

る
詐
欺
等
の
呼
称
を
、「
電
話
詐

欺
」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
名
称
に

変
更
し
、
詐
欺
被
害
撲
滅
の
た
め

の
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
だ
ま
し
の
手
口
は
電
話
か
ら
始

ま
り
ま
す
。「
携
帯
番
号
が
変
わ
っ

た
」「
風
邪
で
声
が
お
か
し
い
」「
カ

バ
ン
を
盗
ま
れ
た
」「
〇
〇
駅
ま
で

お
金
を
持
っ
て
き
て
」「
A
T
M

で
還
付
金
受
領
の
手
続
き
が
で
き

る
」
等
の
電
話
を
受
け
た
ら
全
て

詐
欺
で
す
。即
座
に
1
1
0
番
通

報
を
お
願
い
し
ま
す
。

※資料提供及び取材協力：山梨県韮崎警察署生活安全課

ー防犯特集ー
あなたや家族が被害者にならないために
①電話詐欺・②悪質商法から大切な財産を守りましょう

①
そ
の
電
話
、
も
し
か
し
た
ら
・
・
・

電
話
詐
欺
か
も

 　

近
年
、
振
り
込
め
詐
欺
を
は
じ
め
と
す
る
電
話
詐
欺(

特
殊
詐
欺
）
の
被

害
が
全
国
的
に
急
増
し
て
お
り
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
脅
か
す
大
き
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
市
で
も
、
多
額
の
金
銭
を
だ
ま
し
取
ら
れ
る
と
い
う

詐
欺
被
害
が
発
生
し
て
お
り
、
決
し
て
他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詐
欺
の
手
口
は
年
々
巧
妙
化
し
、
特
に
高
齢
者
が
被
害
に
遭
う
ケ
ー
ス
も
急

増
し
て
い
ま
す
。
詐
欺
は
、
人
の
不
安
に
付
け
込
み
、
家
族
へ
の
愛
情
を
悪
用

し
て
大
切
な
財
産
を
奪
う
と
い
う
卑
劣
な
犯
罪
で
す
。

　

今
月
号
で
は
、
高
齢
者
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
皆
さ
ん
が
詐
欺
被
害
に
遭
わ

な
い
よ
う
、
詐
欺
に
つ
い
て
知
り
、
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
が
お
く
れ
る
よ
う
、

詐
欺
の
手
口
や
対
処
法
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。
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電
話
詐
欺
と
は
、
面
識
の
な
い

不
特
定
多
数
の
方
に
対
し
て
電
話

を
か
け
る
な
ど
対
面
す
る
こ
と
な

く
欺
き
、
指
定
し
た
預
貯
金
口
座

へ
の
振
り
込
み
や
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
、
現
金
等
を
だ
ま
し
取
る

犯
罪
の
総
称
で
す
。
そ
の
代
表
的

な
も
の
と
し
て
、
振
り
込
め
詐
欺

と
言
わ
れ
て
い
る
オ
レ
オ
レ
詐
欺

や
架
空
請
求
詐
欺
、
融
資
保
証
金

詐
欺
、
還
付
金
詐
欺
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
！	

電
話
詐
欺
を
見
破
る		

　
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

①
オ
レ
オ
レ
詐
欺　
　
　

 

　

�「
電
話
番
号
が
変
わ
っ
た
」

「
バ
ッ
グ
を
置
き
忘
れ
た
、今
日

中
に
現
金
が
必
要
」
と
い
う
電

話
は
詐
欺

②
架
空
請
求
詐
欺　
　

　

�

身
に
覚
え
の
無
い
請
求
は
無
視　

し
て
ま
ず
相
談

③
融
資
保
証
金
詐
欺　

　

�

お
金
を
借
り
る
の
に
「
先
に
保　

証
金
を
払
え
」
は
詐
欺

④
還
付
金
詐
欺　
　
　
　

　

�「
お
金
を
返
す
か
ら
A
T
M
に　

行
け
」
は
詐
欺

⑤
金
融
商
品
等
取
引
名
目
詐
欺

　

 「
必
ず
も
う
か
る
」「
必
ず
高
値　

で
買
い
取
り
ま
す
」
と
い
う
話　

は
詐
欺

こ
の
よ
う
な
言
葉
を
言
わ
れ
た
ら

ま
ず
は
誰
か
に
相
談
を
！

携帯電話の
番号を変えた

還付金が
ありますよ

ATMに
行って
ください

今日中に何とか

すれば間に合う･･･

必ず儲かる

①�日頃から家族と連絡をとり合い、コミュニケーションを図り情
報共有を心がけましょう。
②�お子さんやお孫さんと電話では絶対にお金の話をしないと決
めておきましょう。
③�家族で「合言葉」を決めておきましょう。
④�詐欺犯は自分の声が録音されるのを嫌がります。常に自宅の電
話を留守番電話にしておきましょう。

　被害者の中には、被害に遭われても「恥ずかしい」「家族に迷惑をかけたくな
い」などの理由で、誰にも相談しない場合が少なくありません。詐欺にあわな
いためには、皆さん自身が問題意識を高めるとともに、家族の様子を日頃から
気にかけて、お互いに見守っていくことも必要です。そのためには、普段から
家族の中で、詐欺の手口や被害について話題にし、注意するよう呼びかけるこ
とが大切です。不審な電話や訪問を受けたときの対応の仕方や相談窓口なども
話し合っておきましょう。

詐欺を未然に防ぐポイント4ヶ条

★不審な電話はすぐに 110 番　韮崎警察署 ☎ 0551-22-0110

一人で悩まないで
必ず誰かに相談を
しましょう！
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★韮崎市消費生活相談窓口（商工観光課内）
　毎月第 2 第 4 火曜日　庁舎 1 階 102 会議室（電話相談も可）
　　　　　　　　　　　　☎ 22-1111（内線 215・216）
★その他の相談窓口　
　山梨県県民生活センター　☎ 055-235-8455
　消費者ホットライン　　　☎ 0570-064-370　

韮崎市消費生活相談員　烏谷まゆみさん
山梨県県民生活センターにて、消費生活に関する
様々な相談業務経験を経て、平成 23年 4月から本
市の消費生活相談員として従事。

②
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、

　
そ
の
契
約
！

　

悪
質
商
法
や
詐
欺
は
、
手
を
変
え
、
品
を
変
え
、
次
か
ら
次
へ
と
新
た
な
手
口
で
人
を
だ
ま
そ
う
と
し

て
き
ま
す
。
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
は
、「
一
人
で
判
断
し
な
い
」「
世
の
中
に
う
ま
い
話
は
な
い
、
怪

し
い
誘
い
に
は
手
を
だ
さ
な
い
」
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

点
検
商
法

催
眠
商
法

送
り
つ
け
商
法

年
々
巧
妙
か
つ
複
雑
化
す
る
、悪
質
商
法

■
主
な
商
品

　
屋
根
瓦
、
シ
ロ
ア
リ
駆
除
、
耐

震
補
強
、羽
毛
布
団
、消
火
器
、浄

水
器
な
ど

■
主
な
手
口

　
「
○
○
の
点
検
に
来
ま
し
た
」

「
こ
の
ま
ま
で
は
危
な
い
」な
ど
不

安
を
あ
お
り
、
商
品
購
入
や
工
事

契
約
を
勧
誘
し
ま
す
。

■
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
は

急
い
で
契
約
し
な
い

　
突
然
の
訪
問
に
よ
る
点
検
に
は

警
戒
し
ま
し
ょ
う
。
消
防
署
・
水

道
局
な
ど
公
的
機
関
を
装
う
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
実
際
に
工
事
が
必
要

な
場
合
で
も
、
他
の
業
者
か
ら
見

積
も
り
を
と
っ
て
比
較
す
る
な
ど
、

十
分
検
討
し
て
か
ら
契
約
を
し
ま

し
ょ
う

■
主
な
商
品

　
布
団
類
、健
康
食
品
、磁
気
マ
ッ

ト
レ
ス
な
ど
の
健
康
器
具

■
主
な
手
口

　
街
頭
で
、日
用
品
な
ど
を
タ
ダ
同

然
で
配
り
、多
く
の
方
々
を
仮
設
店

舗
な
ど
の
会
場
に
誘
い
込
み
、格
安

商
品
を
配
り
会
場
を
興
奮
状
態
に

し
た
後
、高
額
な
商
品
を
買
わ
せ
る

と
い
う
手
口
で
す
。強
硬
な
手
段
を

取
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

■
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
は

景
品
な
ど
に
つ
ら
れ
な
い　

　
景
品
や
格
安
の
日
用
品
な
ど
に

惑
わ
さ
れ
ず
、
不
審
な
会
場
に
は

絶
対
に
近
付
か
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。「
タ
ダ
よ
り
高
い
も
の
は

無
い
」
と
心
得
ま
し
ょ
う
。

※�

S
F
商
法
と
呼
ぶ
場
合
も
あ

り
ま
す

■
主
な
商
品

　
健
康
食
品
、魚
介
類
や
果
物
、書

籍
な
ど

■
主
な
手
口

　
一
方
的
に
商
品
を
送
り
つ
け
て
代

金
を
請
求
す
る
手
口
で
す
。
振
込
み

用
紙
を
同
封
し
た
り
、
代
金
引
換
の

宅
配
便
な
ど
を
利
用
し
た
り
し
て
代

金
を
支
払
わ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。

■
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
は

覚
え
が
な
け
れ
ば
断
る

　
申
し
込
ん
だ
覚
え
が
な
く
、
購

入
す
る
意
思
が
な
け
れ
ば
き
っ
ぱ

り
断
り
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
代
金

を
支
払
う
必
要
も
、
自
ら
商
品
を

送
り
返
す
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

受
け
取
っ
た
日
か
ら
14
日
間
経

過
し
て
も
送
り
主
が
引
き
取
ら

な
け
れ
ば
、
商
品
を
自
由
に
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一人で悩まないで、まずはご相談を!!
　高齢者の方から寄せられる相談の大きな特徴は、訪問販売や
電話勧誘販売による被害が多いことで、健康やお金の不安に付
け込んだ商法の被害が多いのも特徴です。被害にあわないため
にも、高齢者はもちろん家族の方々も必要な知識を身につける
必要がありますね。
　また、万が一契約をしてしまっても内容によってはクーリン
グオフ制度により契約解除ができる場合もあります。そのため
にも必ず契約書は破棄せず保管をしておいてください。
　市民の皆さんが安心・安全に日々の暮らしを送ることができ
るよう、消費者トラブルや困りごとがありましたら、お気軽に
ご相談ください。
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各
地
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
便
乗
の
不
審
電
話

数
百
万
円
の
被
害
も

　

10
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
個
人
番
号
制
度
）

で
す
が
、
早
く
も
こ
れ
に
便
乗
す
る
詐
欺
や
不
審
電
話
事
件
が
全
国

で
多
発
し
、す
で
に
被
害
の
報
告
も
出
て
い
ま
す
。
消
費
者
庁
は
「
不

審
な
電
話
は
す
ぐ
切
る
か
無
視
し
、
警
察
の
相
談
窓
口
な
ど
を
利
用

し
て
ほ
し
い
」
と
注
意
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

注
意
①　
電
話
や
手
紙
、

　
　
　
　
訪
問
に
は
応
じ
な
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
や
利
用
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
な
ど
の

手
続
で
、
国
の
関
係
省
庁
や
地
方

自
治
体
な
ど
が
、
口
座
番
号
や
口

座
の
暗
証
番
号
、
所
得
や
資
産
の

情
報
、�

家
族
構
成
や
年
金
・
保
険

の
情
報
な
ど
を
聞
い
た
り
、
お
金

や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
要
求
し

た
り
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ

ん
。
A
T
M
の
操
作
を
お
願
い
す

る
こ
と
も
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

注
意
②　
関
連
商
品
の
販
売
や

　
　
　
　
勧
誘
に
注
意
を
す
る

　
電
話
、
メ
ー
ル
、
訪
問
に
よ
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
安
全
管
理
対
応

の
困
難
さ
な
ど
を
過
度
に�

誇
張

し
た
商
品
販
売
や
不
正
な
勧
誘
な

ど
に
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
③　
不
審
な
メ
ー
ル
は

　
　
　
　
安
易
に
開
封
し
な
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
関
連
で
あ
る

こ
と
を
か
た
っ
た
メ
ー
ル
が
送
ら

れ
て
き
た
場
合
、
自
分
の
勤
務
先

な
ど
送
付
者
が
明
ら
か
な
も
の
を

除
き
、
安
易
に
開
封
し
な
い
よ
う
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
④　
「
な
り
す
ま
し
」
の

　
　
　
　
郵
便
物
に
ご
注
意
を

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、「
通
知
カ
ー

ド�

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請

書�

在
中
」、「
転
送
不
要
」
と
赤
字

で
書
か
れ
た
封
筒
に
入
っ
て
、
簡

易
書
留
で
各
世
帯
に
郵
送
さ
れ
ま

す
。
普
通
郵
便
で
ポ
ス
ト
に
入
っ

て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
配
達
員
が
代
金
を
請
求
し
た

り
、
口
座
番
号
な
ど
の
情
報
を
聞

い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請

の
返
信
用
封
筒
に
は
、
顔
写
真
や

個
人
情
報
を
含
ん
だ
申
請
書
を
入

れ
て
、
返
信
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
返
信
用
封
筒
の
宛

先
が
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
機
構
」
で
あ
る
か
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
申
請
書
に
口
座
番
号
な
ど
を

記
載
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注
意
⑤　
名
義
貸
し
の
依
頼
は

　
　
　
　
詐
欺
の
手
口
で
す

　
「
あ
な
た
の
名
前
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
貸
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ

た
依
頼
は
詐
欺
の
手
口
で
す
。
人

を
欺
く
な
ど
し
て
、
他
人
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
取
得
す
る
こ
と
は
法

律
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
な
お
、

不
正
な
提
供
依
頼
を
受
け
て
自
分

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
他
人
に
教
え

て
し
ま
っ
て
も
、
刑
事
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
お
金
を
振
り
込
む
」「
契
約
を

す
る
」な
ど
と
い
っ
た
と
き
に
、少

し
で
も
不
安
に
思
っ
た
り
、
困
っ

た
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
、
行
動
を

移
す
前
に
、
家
族
や
信
頼
で
き
る

知
人
、
市
役
所
や
警
察
な
ど
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
詐
欺
や
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
被

害
を
防
ぐ
に
は
、
家
族
は
も
と
よ

り
地
域
の
皆
さ
ん
の
見
守
り
と
い

う
協
力
が
必
要
で
す
。
地
域
の
皆

さ
ん
が
電
話
詐
欺
や
悪
質
商
法
に

関
心
を
持
ち
、
地
域
全
体
で
被
害

の
防
止
に
努
め
る
こ
と
、
離
れ
て

住
む
家
族
と
も
気
軽
る
に
連
絡
や

相
談
が
で
き
る
よ
う
な
絆
を
築
く

こ
と
が
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の

重
要
な
手
段
で
す
。

　
誰
も
が
安
心
し
て
豊
か
な
暮
ら

し
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

チ
ー
ム
韮
崎
で
被
害
防
止
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

人
と
人
の
繋
が
り
が
被
害
を
減
ら
す

　市では増加する振込詐詐欺や悪質
商法の被害を未然に防止するため、
被害を受けやすい高齢者世帯を対象
に、振込詐欺抑止電話装置の購入・
設置費助成を行います。
　この装置は、着信前に「この電話は振込詐欺等の犯罪被
害防止のため、会話内容が自動録音されます。」というアナ
ウンスを流し、振込詐欺を抑止します。
■使用方法　自宅の電話機回線に当該装置を接続して使用
■助成対象者　① 65歳以上の単身世帯の方　
　　　　　　　② 65歳以上の方のみで構成される世帯の方
■助成金額　装置 1台につき 1万円
　※個人負担 3千円　ただし 1世帯につき 1台に限る。
■助成台数　300台 ( 先着順）
■申請場所　商工観光課窓口　※電話申込可
■装置の取付け　市と協定を締結した事業者が行います。
■問い合わせ　商工観光課商工労政担当（215・216）

電話詐欺や悪質商法を未然に撃退！
振込詐欺抑止電話装置の購入・設置費助成のご案内
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ま
も
な
く
税
の
申
告
の
時
期
で
す

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
給
与
所

得
者
に
か
か
る
所
得
税
額
は
、
毎

月
の
給
与
や
賞
与
か
ら
天
引
き
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
年
分

の
所
得
税
の
総
額
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
年

間
の
給
与
総
額
が
確
定
す
る
年
末

に
、
会
社
へ
「
給
与
所
得
者
の
扶

養
控
除
等
申
告
書
」
を
提
出
す
る

こ
と
で
、
そ
の
年
の
税
額
の
過
不

足
が
調
整
さ
れ
ま
す
。
こ
の
年
末

調
整
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
給
与

所
得
者
は
確
定
申
告
を
す
る
必
要

が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
年
末
調
整
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
の
方
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は	

平
成
28
年
2
月
1
日
で
す

　
給
与
支
払
者
は
、
支
払
い
を
受

け
る
人
（
給
与
所
得
者
）
の
居
住

す
る
市
区
町
村
に
、
一
年
間
に
支

払
っ
た
給
与
等
の
明
細
で
あ
る

（
給
与
支
払
報
告
書
）を
提
出
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
給
与
支
払
報
告
書
は
、
住

民
税
の
課
税
や
、
諸
証
明
発
行
の

資
料
と
な
る
も
の
で
す
の
で
、
全

て
の
受
給
者
（
専
従
者・退
職
者・

ア
ル
バ
イ
ト
等
の
少
額
受
給
者
も

含
む
）
に
つ
い
て
作
成
し
、
必
ず

期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

給
与
支
払
報
告
書
の
用
紙
は
市

税
務
課
窓
口
で
も
配
布
し
て
お

り
ま
す
。

■
提
出
期
限

　
平
成
28
年
2
月
1
日

■
提
出
先

　
給
与
所
得
者
が
平
成
28
年
1
月

1
日
現
在
に
居
住
す
る
市
区
町
村

県
内
全
市
町
村
で
特
別
徴
収
の

徹
底
を
推
進
し
て
い
ま
す

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主
の
皆
さ
ん
が
国
税
の
所
得

税
と
同
様
に
特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
、
個
人
住
民
税
を
従
業
員
に

支
払
う
給
与
か
ら
毎
月
徴
収
し
、

そ
の
従
業
員
に
代
わ
っ
て
従
業
員

の
住
所
地
の
市
区
町
村
に
納
入
い

た
だ
く
制
度
で
す
。

※
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
普
通
徴
収
（
本
人
が
納
付
書
等

で
納
め
る
方
法
）
の
対
象
と
な
る

従
業
員
が
い
る
場
合
に
は
、
必
ず

総
括
表
及
び
給
与
支
払
報
告
書
に

理
由
（
ア
～
カ
）
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。
理
由
記
載
が
な
い
場
合

は
、
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　
ア��

総
受
給
者
が
2
名
以
下

　
イ��

乙
欄
該
当
者

　
ウ��

給
与
支
払
金
額
が
少
額

　
エ��

給
与
の
支
払
が
不
定
期

　
オ��

青
色
専
従
者

　
カ��

退
職
（
退
職
予
定
）

■
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
市
民
税
担
当

�

（
内
線
1
5
3
～
1
5
5
）

　
償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人

で
事
業
を
し
て
い
る
方
が
、
事
業

の
た
め
に
用
い
る
機
械
・
器
具
・

備
品
等
の
有
形
資
産
の
こ
と
を
い

い
、
土
地
や
家
屋
と
同
じ
よ
う
に

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

※�

資
産
の
増
減
に
か
か
わ
ら
ず
、

必
ず
申
告
が
必
要
で
す
。

■
対
象
と
な
る
資
産

　
平
成
28
年
1
月
1
日
現
在
に
所

有
し
て
い
る
償
却
資
産

◇�

構
築
物（
広
告
塔・舗
装
路
面・　

水
槽
・
煙
突
な
ど
）

◇�

機
械
及
び
装
置（
製
造
設
備
等
）

◇�

車
両
お
よ
び
運
搬
具
（
フ
ォ
ー　

ク
リ
フ
ト
な
ど
）

※�

自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の
課　

税
対
象
物
は
除
く

◇�

工
具
・
器
具
・
備
品
（
事
務
機　

器
・
各
種
工
具
な
ど
）

■
太
陽
光
発
電
設
備
も
償
却
資
産

の
対
象
で
す

　
会
社
や
個
人
事
業
主
の
方
が
事

業
の
た
め
に
設
置
し
た
場
合
は
、

発
電
容
量
や
全
量
売
電
・
余
剰
売

電
に
か
か
わ
ら
ず
償
却
資
産
の
申

告
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
個
人
の
方
で
も
、
10
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
全
量
売
電
の
も

の
は
、事
業
用
の
資
産
と
な
り
、償

却
資
産
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で

申
告
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
10

キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
太
陽
光
発
電

や
余
剰
売
電
の
も
の
は
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
告
期
限

　
平
成
28
年
2
月
1
日
（
月
）

■
申
告
先
・
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
固
定
資
産
税
担
当

�

（
内
線
1
5
6
～
1
5
8
）

　
税
の
申
告
準
備
は
お
早
め
に

▼
年
末
調
整
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

▼
償
却
資
産
は
申
告
が
必
要
で
す

税金　2015.11

太陽光発電の売電収入は
税の申告が必要です！

　最近、ソーラーパネルのついて
いる屋根をたくさん見かけるよ
うになりましたが、うっかり申告
を忘れている方はいらっしゃい
ませんか？
　自宅の屋根などで発電して電
気を売った場合は雑所得、またお
店やアパートの屋根などで発電
して電気を売った場合は事業所
得や不動産所得となり、収入・経
費のわかるものを整理して申告
する必要があります。
　設置費用や補助金の額のほか、
毎月の売った分、買った分両方の
電気代の明細等も必要です。申告
に備えて整理しておきましょう。
■問い合わせ　
　税務課市民税担当
� （内線 153～ 155）
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対
象
者
に
は
通
知
を
し
ま
す
！�

必
ず
ご
申
請
を

登録・変更・廃車の手続きに関する問い合わせ先一覧 
車両 手続き先 電話番号

普通自動車 山梨陸運局
（山梨運輸支局） 050-5540-2039

バイク（250cc 超 )
軽自動車

軽自動車検査協会 050-3816-3121バイク
（125cc 超 ~250cc 以下）

原動機付自転車
（50cc 超～ 125cc 以下） 韮崎市役所

（税務課）
0551-22-1111
(153/154/155)

農耕車（トラクター等）

高額介護合算療養費の自己負担限度額（年額）

所得区分
後期高齢者医療制度

＋
介護保険

現役並み所得者
（3割）

同一世帯に住民税課
税所得が 145 万円以
上の後期高齢者医療
制度の被保険者がい
る方

67万円

一般
（1割）

現役並み所得者、低所
得者以外の方 56万円

低所得者Ⅱ
（1割）

世帯員全員が住民税
非課税である方 31万円

低所得者Ⅰ
（1割）

世帯員全員が住民税
非課税で、各種収入等
から必要経費・控除
（公的年金の場合は
80万円）を差し引い
た所得の合計が 0円
となる世帯の方

19万円

　
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
は
毎

年
4
月
1
日
に
自
動
車
等
を
所
有

す
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
に

は
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

・
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た

 

・
氏
名
や
住
所
等
が
変
っ
た

 

・
自
動
車
を
廃
車
し
た

 

・
売
買
な
ど
で
所
有
者
が
変
っ
た

 

・
改
造
し
て
排
気
量
が
変
わ
っ
た

　

こ
れ
ら
の
手
続
き
を
怠
る
と
、

処
分
や
譲
渡
し
た
自
動
車
等
の
納

税
通
知
書
が
届
く
こ
と
と
な
り
、

本
来
の
所
有
者
に
納
税
通
知
書
が

届
か
な
い
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原

因
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
手
続
き
が
済
ん
で

い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

☆
ご
注
意
く
だ
さ
い
！　

　
手
続
き
を
し
な
い
ま
ま
バ
イ
ク

等
を
知
人
に
貸
し
た
後
、
所
在
不

明
に
な
る
等
の
ト
ラ
ブ
ル
が
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
標
識
（
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
）
を
譲
渡
し
た
り
貸
し

付
け
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
安
易
に
貸
し
た
り
せ

ず
、
必
ず
廃
車
・
譲
渡
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
税
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

※
普
通
自
動
車

　
総
合
県
税
事
務
所

�

☎
0
5
5
-2
6
2
-4
6
6
2

※
軽
自
動
車
・
原
付
・
農
耕
車

　
市
税
務
課
市
民
税
担
当

�

（
内
線
1
5
3
～
1
5
5
）

自
動
車・バ
イ
ク・農
耕
車
等
を
お
持
ち
の
方

▼
登
録・廃
車
手
続
き
は
お
済
で
す
か
？

　
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
と
は
、
医
療
と
介
護
の
両
方

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世

帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
も
の
で
、

同
一
世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
が
、
1
年
間
に
支
払
っ

た
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

自
己
負
担
額
の
合
計
が
、
限
度
額

を
超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
そ

の
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。

※�

高
額
療
養
費
ま
た
は
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
さ
れ

た
金
額
は
、
自
己
負
担
額
か
ら

差
し
引
い
て
計
算
し
ま
す
。

　
ま
た
、
同
じ
世
帯
で
も
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
が
違
う
場
合
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
の
高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
の
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

☆
対
象
者
に
は
通
知
を

　
平
成
26
年
8
月
1
日
か
ら
平
成

27
年
7
月
31
日
の
1
年
間
に
つ
い

て
、
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
る
見
込

み
の
被
保
険
者
の
方
に
、
平
成
28

年
1
月
頃
、
山
梨
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
よ
り
通
知
と
申
請

書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

☆
通
知
を
確
認
し
、	

	

　
　
必
ず
申
請
願
い
ま
す

　
お
手
元
に
届
い
た
通
知
書
に
同

封
さ
れ
た
申
請
書
に
ご
記
入
の
う

え
、
平
成
27
年
7
月
31
日
に
住
民

登
録
の
あ
っ
た
市
区
町
村
へ
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
の
時
効
は
、
通
知
が
お
手

元
に
届
い
て
か
ら
2
年
間
で
す
。

■
支
給
は
2
か
所
か
ら

【
医
療
分
】山
梨
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
申
請
か
ら
2
～
3
ヶ
月
ほ
ど
か

か
り
ま
す
。）

【
介
護
分
】
医
療
分
支
給
（
不
支

給
）
決
定
後
、
市
役
所
介
護
保
険

課
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
医
療
担
当

（
内
線
1
2
7
～
1
2
9・1
3
7
）

介
護
保
険
課
介
護
保
険
担
当

（
内
線
1
1
2・1
1
3・1
1
4
）

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

�

☎
0
5
5
-2
3
6
-5
6
7
1

高
額
医
療・高
額
介
護

　
合
算
療
養
費
制
度
の
お
知
ら
せ
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早
く
安
全
に
除
雪
を
行
う
た
め
に

企業PRと社会貢献に

　
今
年
も
降
雪
の
季
節
が
や
っ
て

き
ま
し
た
。
雪
が
降
っ
た
場
合
に

は
、
市
や
県
が
委
託
し
た
業
者
が

市
道
・
県
道
の
除
雪
作
業
を
行
い

ま
す
。
作
業
を
円
滑
に
実
施
す
る

た
め
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

● 

ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
行
う
た
め
、

路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
路
上
駐
車
は
除
雪
作
業
の
妨
げ

に
な
る
ほ
か
、
交
通
渋
滞
の
原
因

に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、
除
雪
作

業
車
の
無
理
な
追
い
越
し
は
大
変

危
険
で
す
の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。　

な
お
、
作
業
中
は
大
変
危
険
で
す

の
で
お
子
さ
ん
を
近
づ
け
な
い
よ

う
に
お
願
い
し
ま
す
。

※�

除
雪
作
業
車
は
、
短
時
間
で
効

率
的
に
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
各
戸
の
出
入
り
口
や

希
望
す
る
時
間
に
除
雪
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
除
雪
作

業
車
通
過
後
の
出
入
口
は
、
各

自
で
除
雪
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

雪
の
処
分
は
所
有
敷
地
内
で
お

願
い
し
ま
す

　
車
道
や
歩
道
に
捨
て
ら
れ
た
雪

は
、
交
通
事
故
や
渋
滞
の
原
因
に

も
な
り
ま
す
。
ま
た
、
水
路
に
捨

て
ら
れ
た
雪
は
水
が
あ
ふ
れ
る
原

因
と
な
り
ま
す
の
で
、
各
戸
の
雪

の
処
分
は
所
有
す
る
敷
地
内
で
お

願
い
し
ま
す
。

● 

歩
道
や
私
道
、
私
有
地
な
ど
の

除
雪
は
各
自
で
お
願
い
し
ま
す

　
市
で
除
雪
計
画
さ
れ
た
道
路
以

外
の
歩
道
、
私
道
、
私
有
地
等
は

除
雪
対
象
外
で
す
。
地
域
の
協
力

に
よ
る
除
雪
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

私
有
地
の
樹
木
な
ど
の
手
入
れ

を
お
願
い
し
ま
す

　
私
有
地
の
樹
木
が
雪
の
重
み
で

倒
れ
、
車
両
事
故
や
道
路
構
造
物

の
破
損
が
起
き
た
場
合
は
、
所
有

者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
庭
木
や
樹
木
、
特
に
竹

林
の
手
入
れ
を
お
願
い
し
ま
す
。　

な
お
、
電
線
に
近
い
場
所
で
の
伐

採
は
、東
京
電
力
や
N
T
T
に
事

前
に
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
な
ど
を
携
帯

し
ま
し
ょ
う

　
路
面
の
凍
結
時
に
も
安
全
に
通

行
で
き
る
よ
う
、
冬
用
タ
イ
ヤ
の

装
着
や
、
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
な
ど

を
携
帯
す
る
よ
う
万
全
な
装
備
を

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

※�
今
年
度
の
市
道
除
雪
路
線
を
12

月
初
旬
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

☆
市
道
関
係

　
建
設
課
道
水
路
維
持
担
当

�

（
内
線
2
4
5
）

☆
県
道
関
係

　
県
中
北
建
設
事
務
所
峡
北
支
所

　
道
路
課
道
路
維
持
担
当

�

☎
2
3
-3
0
6
5

除
雪
作
業
に
ご
協
力
を

韮崎市文化ホール「ネーミングライツ」スポンサー企業を募集
　市では、公共施設等の安定した運営を確立し、市民サービスの向上に寄与するため、施設にふさわしい愛称
をつけることができるネーミングライツスポンサー企業を募集します。ネーミングライツスポンサー企業は、公
共施設等に愛称（企業名・商品名等）を表示することにより、企業を幅広く PRすることができると同時に、公
共施設等への経済的支援を通じた社会貢献活動を行うことができます。

■対象施設　　韮崎市文化ホール
■募集期間　
　11月 24日（火）～ 12月 11日（金）
■募集概要����
　①対象企業　国内の法人格を有する企業
　②金　　額　年額 550万円以上
　③契約期間���5 年を原則とする（更新可）
　④名　　称����利用しようとする名称に『韮崎』を入れること
　⑤使用開始　平成 28年 4月（予定）
■決定方法　　ネーミングライツ審査会で名称、金額、提案等を総合的に判断し決定します。
■申し込み・問い合わせ　教育課生涯学習担当（内線 266）
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皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

大
学・専
門
学
校
等
へ
の
就
学
を
支
援

　
市
で
は
、
長
期
間
整
備
さ
れ
て

い
な
い
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
見
直
し
は
、
必
要
性
や

実
現
性
の
低
い
路
線
及
び
区
間
を

廃
止
す
る
も
の
で
、
住
民
説
明
会
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
や

原
案
の
閲
覧
な
ど
の
結
果
を
基
に

最
終
案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、

都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
大
学
や
短
大
、
各
種

専
門
学
校
へ
進
学
を
希
望
し
て
い

る
方
を
対
象
に
、
育
英
奨
学
金
の

貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
対
象
者

※�

次
の
資
格
要
件
の
全
て
を
満
た　

す
方

・�

本
人
、
保
護
者
が
市
内
に
1
年　

以
上
住
ん
で
い
る
方

・�

大
学
生
、
短
大
生
及
び
各
種
専　

門
学
校
に
在
学
中
又
は
進
学
す　

る
方

・�

学
業
、
人
物
が
優
れ
、
か
つ
健　

康
な
方

・�

学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
る
方

■
貸
付
額
等　
年
額
24
万
円

■
貸
付
期
間

　
決
定
時
か
ら
在
学
す
る
学
校
の　

最
短
修
業
年
限
ま
で

■
奨
学
金
の
返
還

　
10
年
以
内
返
済
（
半
年
賦
）

　
無
利
子

※�

貸
付
終
了
時
に
、
本
人
が
市
内

に
住
所
を
有
す
る
と
、
返
還
金　

の
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

■
申
込
書
類

・�

窓
口
配
布
開
始

　
平
成
28
年
1
月
6
日
（
水
）

・�

配
布
場
所

　
教
育
課
学
校
教
育
担
当
窓
口
及

び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で

き
ま
す
。

■
申
込
期
間

　
平
成
28
年
1
月
6
日
（
水
）

　
～
3
月
3
日
（
木
）

◆
韮
崎
市
育
英
奨
学
金
制
度

　
こ
の
制
度
は
、
平
成
6
年
に
若

宮
二
丁
目
在
住
の
渡
邊
勇
三
氏

（
故
人
・
元
進
学
塾
渡
辺
の
門
経

営
）
か
ら
、
市
に
寄
付
さ
れ
た
七

千
万
円
を
原
資
と
し
「
韮
崎
市
育

英
奨
学
基
金
」
を
設
立
、
こ
の
基

金
を
活
用
し
た
奨
学
金
で
す
。　

平
成
27
年
度
ま
で
に
1
0
8
名

の
方
が
活
用
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
教
育
課
学
校
教
育
担
当

�

（
内
線
2
6
4
・
2
6
5
）

　
今
後
は
、
都
市
計
画
審
議
会
を

経
て
、
都
市
計
画
道
路
の
変
更
が

決
定
さ
れ
ま
す
が
、
市
内
に
住
所

の
あ
る
方
及
び
利
害
関
係
の
あ
る

方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
提

出
さ
れ
た
意
見
書
は
都
市
計
画
審

議
会
で
審
議
さ
れ
ま
す
。

■
縦
覧
及
び
意
見
募
集
期
間

　
12
月
2
日
（
水
）
～
16
日
（
水
）

※�

市
役
所
で
の
縦
覧
及
び
提
出
は　

土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
8
時　

30
分
～
17
時
15
分

■
計
画
案
の
縦
覧
場
所　

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・�

市
役
所
1
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

・
市
役
所
2
階
建
設
課
窓
口

■
意
見
書
の
提
出
方
法

　
意
見
書
の
書
式
は
任
意
で
す
が
、

意
見
の
要
旨
と
そ
の
理
由
及
び
住

所
、
氏
名
、
連
絡
先
を
記
入
の
う

え
、
郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
建
設

課
窓
口
に
直
接
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　
建
設
課
都
市
計
画
担
当

�

（
内
線
2
5
0
）

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し（
案
）

縦
覧
の
お
知
ら
せ

韮
崎
市
育
英
奨
学
金
の
ご
活
用
を

就職・起業を目的に
韮崎市に転入された若者を応援
　市では若者の移住・定住を促進するため、就
職または起業を目的に本市へ転入された 45
歳未満の方に対し、奨励金を支給しています。
■支給対象者
・市外に 1年以上居住されていた方。
・�転入前 60日から転入日以後 1年以内に、正
社員として就職または起業された方

※�新卒者及び転勤等による就労者は対象とな
りません。

■奨励金の額　1人につき 10万円
■支給申請について
　基準日（就職または起業した日と転入日を
比較して遅い方の日）から 1年経過後に、申
請書に必要書類を添えて提出してください。
■必要書類
〈就職した場合〉
・採用決定通知書・雇用保険被保険者証の写し
・健康保険証の写し・在職証明書
〈起業した場合〉
・韮崎市商工会加入書類・確定申告書等の写し
・収支実績表
※�申請書は窓口でお受け取りになるか、市ホー　
ムページよりダウンロードしてください。

※�基準日から 1年経過後、60日以内に申請を
行わないと受給資格がなくなります。

■問い合わせ　
　商工観光課商工労政担当（内線 216）
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空き家の所有者の方々へ

大
掃
除
前
に
再
確
認
！

空き家の適正な管理にご協力をお願いします
　人が住んでいない空家等は、建材の腐敗や老朽化の進行が早く周辺に悪影響を及ぼす恐れがあります。もし、
通行人や近隣の家などに危害が及んだ場合、損害賠償を請求される可能性もあります。このようなことになら
ないように日頃から適正な管理に努めてください。
　また、眠っている空家等を有効利用するため、「売ってもよい」「貸してもよい」という空家等をお持ちの方
は、「空き家バンク登録制度」もありますので、ぜひご活用ください。

☆韮崎市空家等対策の推進に関する条例を制定
　個人の財産である家は、所有者等が自己責任において管理することが原則ですが、所有者を特定するための
実態調査や、所有者等に対し助言又は指導、勧告、命令等を行う「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
平成 27年 6月に施行されました。また、市でも適正な管理がされていない空家等の相談が増加していること
から、市民の安心で安全な生活の確保及び生活環境の保全を図るため、平成 27年 12月 1日より「韮崎市空
家等対策の推進に関する条例」を施行し、引き続き、空家等対策に取り組んで行きます。

■問い合わせ
　・条例等の内容に関する問い合わせ　環境課環境政策担当　　（内線131・132）
　・空き家バンクに関する問い合わせ　企画財政課人口対策担当（内線358・359）

　
毎
年
、
年
末
の
大
掃
除
に
伴
い

家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
ご
み
の
排
出

ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
な
い
場
合

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す
場
合
は
、
次

の
事
項
を
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

①�

決
め
ら
れ
た
日
の
午
前
8
時
ま

で
に
出
す
。（
収
集
後
の
ゴ
ミ　

出
し
は
厳
禁
）

②�

可
燃
・
不
燃
・
資
源
ご
み
の
分　

別
を
し
っ
か
り
す
る
。

③�

市
で
収
集
で
き
な
い
も
の
は
個　

人
の
責
任
で
処
理
を
す
る
。

◆
収
集
で
き
な
い
も
の

・�

建
築
物
解
体
時
に
生
じ
た
木
材
、

ト
タ
ン
、
雨
ど
い
、
畳
等

・�
農
業
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
マ
ル

チ
、
育
苗
箱
等
、
プ
ラ
ス
チ
ッ　

ク
製
品

・�

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
品
目
（
テ
レ　

ビ
・
冷
蔵
庫
・
エ
ア
コ
ン
・
洗　

濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
）、
パ
ソ　

コ
ン
類

※�

分
解
等
を
し
て
も
収
集
は
で
き

ま
せ
ん
。

　
エ
コ
パ
ー
ク
た
つ
お
か
へ
の
自

己
搬
入
に
つ
い
て
も
、
市
で
収
集

で
き
な
い
も
の
は
、
同
様
に
受
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、各
戸
配
付
し

て
あ
り
ま
す
「
平
成
27
年
度
ご
み
・

資
源
物
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」
や
「
ご

み
分
別
マ
ニ
ュ
ア
ル
」を
再
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　
さ
わ
や
か
な
新
年
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
地
域
の
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
を
清
潔
に
保
つ
よ
う
、
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ  

　
環
境
課
環
境
政
策
担
当

　
　
　

�（
内
線
1
3
1・1
3
2
）

み
ん
な
で
守
ろ
う
！

　
　
　
ご
み
出
し
マ
ナ
ー

水道管の凍結・破裂にご注意！ 
年末年始の

水道工事指定店一覧
　気温がマイナス 4度以下になると、水道
管が凍結して水が出なくなったり、破裂し
たりすることがあります。寒波が到来する
前に、保温材などで水道管に防寒措置をし
ましょう。
　なお、年末年始に水道管の修理が必要な
際には、水道工事指定店へ直接お問い合わ
せください。

☆�水道の使用者が転居や死亡などで変更と
なる場合は必ず手続きをお願いします。

　
■問い合わせ
　上下水道課水道管理担当
　　�　　　　　　��（内線 616・617）

日　付 曜日 指定店名 電　話
12月29日 火

菊島設備㈱ 090-3244-6529
12月30日 水
12月31日 木

細田設備 090-3003-1451
1月1日 金
1月2日 土

㈱日設管興 090-3319-0520
1月3日 日
1月4日 月 八代設備 0551-25-5511
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事
業
主
の
方
へ
お
知
ら
せ

入戸野自主防災会　山梨県自主防災組織特別知事表彰を受賞

平
成
28
年
度（
追
加
分
）

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の

�

申
請
を
受
付

自分たちのまちは、自分たちの手で守る
　10月25日、日頃から減災・防災活動に積極的に取り組む円野町の入戸野自主防
災会が、自主防災組織特別知事表彰を受賞しました。
　入戸野自主防災会は、地域住民約150名の46世帯で組織され、平成23年の設立
以来、年間活動計画の作成、各世帯の家族構成の把握、要配慮者の支援体制の見
直し、避難経路の確保など地域の自主防災力の向上に努めてきました。また、今年の2月には地域の
特性を考慮した防災の手引きを作成し各世帯へ配布をしたほか、地域減災リーダーの育成講座を地域住民の
多くが修了するなど、いざという時に自らを守り地域を守る、減災力の強いまちづくりを実践しています。
　入戸野自主防災会の一木長博会長は、｢年間の防災計画を作成することで、有事の際に、住民自らがどのよ
うに行動すべきかが明確になりました。また、地域の協力体制も広がりを見せ、減災リーダーなどの人材も
育ってきました。活動内容が認められたことを嬉しく思うと同時に、この取り組みが他の地域にも広まると

良いですね。」と受賞の喜びを話してくれました。また、活動が定着するま
では、役員の交代をしないということも、重要だそうです。
　大規模災害が発生すると市内全域に被害が広まり、公的機関が十分対応で
きないことが予想されます。「自分たちのまちは、自分たちの手で守る」と
いう入戸野自主防災会をはじめとする地域の自主防災活動が今後ますます活
発になることを期待してやみません。

　
平
成
28
年
度
追
加
分
の
競
争
入

札
へ
の
参
加
を
希
望
さ
れ
る
業
者

の
方
は
、
申
請
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
次
の
期
間
に
必
ず
申
請

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
今
回
受
付
分
の
有
効
期

間
は
、
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら

平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

【
窓
口
受
付
】

　
平
成
28
年
1
月
8
日
（
金
）
～

　
　
1
月
22
日
（
金
）

【
郵
送
受
付
（
必
着
）】

　
平
成
28
年
1
月
8
日
（
金
）

　
　
～
2
月
1
日
（
月
）

※�

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
入
札
・
契
約
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。（
12
月
以
降
に
公
開
予
定
）

■
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
契
約
管
財
担
当

�

（
内
線
3
3
7
・
3
3
8
）

年末年始の公共施設等の休館日
施設名 問い合わせ 休館期間

市役所 ☎︎22-1111 12月29日～1月3日
市立病院（※救急患者除く） ☎︎22-1221 12月29日～1月3日
保健福祉センター ☎︎23-4310 12月29日～1月3日
老人福祉センター ☎︎22-6944 12月29日～1月3日

ゆ～ぷる韮崎 ☎︎20-2222 12月31日～1月1日
※28日(月)は休まず営業

スポーツ施設
（御勅使サッカー場・グリー
ンフィールド穂坂含む）

☎︎22-0498 12月29日～1月4日

市営火葬場(環境課） ☎︎22-1111 1月1日～1月3日
市民交流センター「ニコリ」 ☎︎22-1121 12月29日～1月4日
市立図書館 ☎︎22-4946 12月28日～1月4日
子育て支援センター ☎︎23-7676 12月28日～1月4日
ふるさと偉人資料館 ☎︎21-3636 12月28日～1月4日
東京エレクトロン
韮崎文化ホール ☎︎20-1155 12月28日～1月4日

韮崎大村美術館 ☎︎23-7775 12月29日～1月1日
民俗資料館 ☎︎22-1696 12月28日～1月4日
穗坂自然公園
（冬季閉鎖※トイレ可） ☎︎37-4362 12月1日～3月31日

児童センター

韮☎︎22-7687

12月29日～1月3日
東☎︎23-5550
西☎︎22-1775
甘☎︎23-1535

★戸籍の届出（出生届・死亡届等）は市役所1階西側警備員室で受付
★市民バス　1月1日全線運休
　12月29日～31日・1月2・3日は休日運行
★市民バス学生割引（全路線）
　12月20日～1月10日　対象：小中高大生　全区間1回50円
★証明書のコンビ二交付
　12月29日（火）午前6時30分～1月3日（日）午後11時まで停止
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　市の人事行政の運営について、公正性と透明性を高めることを目的に、その概要をお知らせします。
　職員に支給される給与は、国家公務員の給与等を参考にしながら、市議会の審議を経て条例や規則などで定
められています。その内容は、基本給としての給料と、扶養・住居・通勤手当や民間の賞与にあたる期末・勤
勉手当などがあります。

韮崎市職員の給与および職員数などを公表します。

▼人件費の状況（一般会計決算） （単位：人・千円・％）

区　分 人　口
（H27.3.31）

歳出額
（A）

人件費
（B）

人件費率
（B/A） 前年度

26年度 30,668 13,222,829 2,042,034 15.4 14.8
（注）人件費には、特別職に支給される給料・報酬なども含む。

▼職員の初任給の状況（平成26年4月1日） 
 （単位：円）

区　分 大学卒 短大卒 高校卒

一般行政職 174,200 154,800 142,100

▼ 一般行政職員の平均給与月額と年齢別の内訳
　（4月1日現在） （単位：円）

平均給料月額 平均給与月額

H26 H27 H26 H27

316,000 314,500 360,700 379,800
（注）給与月額は給料と諸手当を合計したものです。

区　分 給料月額報酬等 期末手当

給　料

市　長 762,000 円
支給月数

（26年度）

3.90�月分

副市長 630,000 円 6月期 1.875�月分

教育長 573,000 円 12月期 2.025�月分

報　酬

議　長 369,000 円
支給月数

（26年度）

3.05�月分

副議長 345,000 円 6月期 1.400�月分

議　員 336,000 円 12月期 1.650�月分

▼職員給与費の状況（一般会計決算） （単位：人・千円）

区　分 職員数
（Ａ）

給与費 一人当たり給与費
（B/A）給　料 職員手当 期末勤勉手当 合　計（B）

26年度 224 818,891 99,534 305,132 1,223,557 5,462
（注）職員手当には退職手当は含まず。職員数は平成 27年 3月 31日現在の人数。

▼特別職の
　報酬等の状況
　（平成26年4月1日）

同種の職種・経歴に該当する国家公務員の給
与額を 100 とした場合に対して地方公務員
の給与額についての数値です。

▼ラスパイレス指数

韮崎市
全国市平均

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度

指
数
（
％
）

98.9 98.8
99.9

98.5

101.1

98.6 H27
H26

＜年齢別の平均給与月額＞
600

500

400

300

200

100

0
～23    ～27    ～31    ～35    ～39    ～43    ～47    ～51    ～55    ～60年齢

217 206
250

221
266 253

342
310

379
349

427
398

442
471

441 432

500 494
530 524
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・給　　料　　職種や職務に応じた給料表に
　　　　　　　定められた額
・扶養手当　　配偶者　13,000 円
　　　　　　　配偶者以外の扶養親族　6,500 円／人
・住居手当　　借家 (家賃月 12,000 円以上 )
　　　　　　　限度額　月 27,000 円
・通勤手当　　交通機関等利用　限度額月 53,000 円
　　　　　　　自動車等利用　距離に応じて2,000円～
・管理職手当　管理職の区分に応じ支給�月42,000円～

・時間外勤務手当　正規の勤務時間を超えたときに支給
・宿日直手当　　　一般�　4,200 円、医師　20,000 円
　　　　　　　　　常直的な宿日直　21,000 円
・特殊勤務　　　　�市税等事務、放射線取扱作業、細菌

検査業務、医師診療・医師出勤及び
救急勤務医、夜間看護業務手当

・期末勤勉
　手当
���（H26年度）

・退職手当　退職日給料月額に退職理由や勤務年数に
　　　　　　応じて算出した額

支給月 期末手当 勤勉手当

6月期 1.225 月分 0.675 月分
(1.025 月分 ) (0.875 月分 )

12 月期 1.375 月分 0.825 月分
(1.175 月分 ) (1.025 月分 )

合計 2.600 月分 1.500 月分
(2.200 月分 ) (1.900 月分 )

（　　）の数字は、特定幹部職員（7級）に適用する月数。

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 対前年
増減数

主な
増減理由

一般行
政部門

一　般 118 125 124 △�1
人事配置に
伴う減員及
び業務内容
充実に伴う
増員

福　祉 75 73 75 2
下水道 4 3 3 0
その他 14 14 14 0

小　計 [252]
211

[252]
215

[252]
216

[0]
1

教育行
政部門

教　育 30 27 22 △�5 退職に伴う
欠員不補充小　計 [52]

30
[52]
27

[52]
22

[0]
△�5

公営企
業等会
計部門

病　院 123 121 131 10 退職等に伴
う欠員不補
充及び業務
内容充実に
伴う増員

水　道 8 9 7 △�2

小　計 [161]
131

[161]
130

[161]
138

[0]
8

合　計 [465]
372

[465]
372

[465]
376

[0]
4

（注）[　] 内は、条例による定数

▼一般行政職の平均年齢と年齢別、級別職員数
　（4月1日現在） （単位：歳）

（1）勤務時間の状況
　　1週間の勤務時間　38時間 45分
（2）一般職員の年次有給休暇の取得状況　　��������　　　　　
　　期間：平成 26年 1月 1日～ 12月 31日
　　平均取得日数　9.6 日

　地方公務員法第 42条の規定に基づく職員の保
健、元気回復、その他厚生に関する事業を実施す
るため韮崎市福利厚生会を組織しております。
　主な事業として、職員の健康診断、各種助成（元
気回復助成、リフレッシュ休暇、部活動助成）、慶
弔祝金等給付事業などがあります。なお、この財
源は職員が毎月支払う会費と市からの負担金で構
成され運営しております。

（H26.4.1 現在）

（　　）…1人当たり
公費負担額

■問い合わせ
政策秘書課政策人事担当（内縁 325・326）

▼勤務時間

▼福利厚生事業の状況（平成26年度）

▼職員給与の種類と状況

給　
与

毎月決まって支給

臨時に支給

特殊な職務や勤務に就いたときに
実績に応じ支給

▼部門別職員数の状況と
　主な増減理由（各年4月1日現在）

H25

400

350

300

250

200

150

100

50

0

H26 H27

全体 一般行政部門部門 教育行政部門 公営企業等会計
部門

職
員
数
（
人
）

372 372 376

30 27 22

211 215 216

131 130 138

0

50

100

150

200

250

300

350

400

会員数 356人

事業実績
総額 9,456 千円

公費
負担額

5,168 千円
(14) 千円

H26 H27
平均年齢 39.9 39.9

30

25

20

15

10

5

0

H27

H26
人
数
（
人
）

7 8

19 20

12
14

23 24

16
18

14

18

11

15
17

1516

5

21
18

＜年齢別職員数＞

～23   ～27   ～31   ～35   ～39   ～43   ～47   ～51   ～55   ～60年齢

※行政職給料表適用職員のうち、税務職・保育士・技能労務職・水道事業会計該当者
　を除いた人数（給与実態調査より）

＜級別職員数＞ （一般行政職 156人）

主事
・
主事補
29人

（18.6％）

副主査
28人

（17.9%）

主任
23人

（14.8%）

主査
21人

（13.5%）

副主幹
18人

（11.5%）

課長補佐
・
主幹
19人

（12.2%）

参事
・
課長
18人

（11.5％）
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将来のサッカー選手を
 目指して !
10月14日（水） U-6サッカーフェスティバル
10月22日（木） U-3親子サッカー教室
　韮崎市は「サッカーのまち」をキャッチフレーズ
に、次世代を担う青少年の健全育成、幅広い年代層
が健康で暮らせる社会の構築や、サッカーを通じた
国内外の交流など市民と行政が協働し、活気に満ち
た魅力あふれるまちづくりの実現を目指していま
す。
　この取り組みの一環で、3歳以下のお子さんとそ
の保護者を対象にした「親子サッカー教室」と、市
内 5保育園の園児が参加した「U―6サッカーフェ
スティバル」が開催され、元気いっぱいにピッチを
駆け回るちびっ子たちの声が響き渡りました。この
中から将来のサッカー選手が数多く出ることを期
待しています。

　文化芸術に親しむ
　　豊かな心を育む
11月7日（土）・8日(日）生涯学習フェスタ
　東京エレクトロン韮崎文化ホールで、韮崎市
生涯学習フェスタが開催されました。フェスタ
では市内の保育園・幼稚園児から中学生まで
の、絵画や書道の入選者の表彰のほか、各種団
体の発表なども行われ、日頃の練習の成果が披
露されました。また駐車場ではフリーマーケッ
トなども実施され、多くの方々で賑わっていま
した。

夢先生の授業
努力することの大切さ！

10 月 23 日（金）韮崎北西小「夢の教室」
　10月 23日、スポーツ選手が子どもたちと触れ
合う「夢の教室」が韮崎北西小学校で開催されま
した。読売ジャイアンツでプレーをした元プロ野
球選手の川口寛人さんが、「夢先生」として授業を
行い、夢の実現に向けて努力することの大切さを
子どもたちに伝えました。
　授業では、体育館でのチームワークを養うゲー
ムや、川口寛人さんの双子の弟の隼人さん（現 :
東北楽天ゴールデンイーグルス）とのライバル関
係とそれをバネに努力を積み重ねた自身の実体験
が子どもたちに伝えられたほか、授業後には子ど
もたち自身の夢や目標も発表されました。
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安全・安心な暮らしのために
11 月 6 日（金）

山梨県自動販売機関連協議会 「犯用品等」を寄贈
　地域ぐるみの自主的な防犯活動の推進及び児童生徒
通学時の交通安全環境の整備のため、山梨県自動販売機
関連協議会様から防犯用ベスト 60着、横断用手旗 60
本を寄贈していただきました。
　ありがとうございました。

100 歳を慶祝！
10月15日（木） 100歳のお祝いに小林ますさんを訪問
　満 100歳になられた小林ますさん (若宮）の長寿を祝い、
内藤市長がお宅を訪問しました。小林さんは現在も食事や
日常生活のほとんどを自分で行い、手芸が趣味のほか、電
話応対もしっかりしていて、ご家族の留守の間の電話応対
も安心して任せられるほどだそうです。これからも元気に
長生きをしてください。

穂坂自然公園の遊歩道等を整備
10 月 8 日（木）ボランティア森林整備作業

　富士島建設㈱の皆さんによる森林整備作業が、穂坂自然
公園で行われました。
　今回は遊歩道整備に加え、土留補修、側溝清掃なども行っ
ていただきました。同社では「FKプロジェクト」と称して
平成 23年度より、企業のCSR 活動としてボランティア活
動を継続していただいています。皆さんお疲れ様でした。

旬のサンマに満足の一日
10月24日（土） 穴山町サンマまつり

　穴山町ふれあいホールで恒例のサンマまつりが開催され
ました。東日本大震災の復興支援として始まったこのイベ
ントも、今年で 3回目。日本国際ボランティアセンターに
よる被災地復興支援報告会のあと、気仙沼直送のサンマが、
穴山町でとれた新米と味噌汁とともに振る舞われ、多くの
方々で賑わいました。

穂坂小 PTA の自主防犯活動の
 取り組みが表彰

10 月 15 日（木）
山梨県安全・安心なまちづくり表彰

　穂坂小学校PTAの皆さんが長年行ってきた、登校指
導等の自主防犯活動への取り組みが認められ「山梨県
安全・安心なまちづくり表彰」を受賞しました。おめ
でとうございました。
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　韮崎市男女共同参画推進委員会では、平成 25年 10 月に韮崎市景観計画が
策定されたことを受け、平成 26年度から景観のまちづくりをメインテーマに
活動しています。男女相互の意見を尊重しながら、「景観」を切り口によりよい
まちづくりをしていくためにはどうしたらよいか、皆さんで考える機会とする
ため、下記のとおり男女共同参画フォーラムを開催します。

日　時　2016 年 1 月 24 日（日）     
　　　　午後 1 時 30 分～午後 4 時（受付 午後 1 時～） 
場　所　東京エレクトロン韮崎文化ホール（小ホール）
■第 1 部
　・平成 27年度男女共同参画推進委員会活動経過報告
　・「景観のまちづくり」実践報告
　・寸劇『軽生才眠の男の一日』披露
■第 2 部
　パネルディスカッション『男女協働で美しい景観のまちづくり』
　コーディネーター　向山�建生�氏　韮崎市男女共同参画アドバイザー
　パネリスト　内藤久夫�市長
　　　　　　　進藤哲雄�氏　　㈱進藤建築設計事務所代表取締役
　　　　　　　淺川節子�氏　　市女性団体連絡協議会会長
　　　　　　　清水ひろ美�氏　市男女共同参画推進委員会副委員長

■主催／韮崎市、韮崎市男女共同参画推進委員会　
■共催／韮崎市女性団体連絡協議会、韮崎市地区長連合会
■問い合わせ　企画財政課企画推進担当（内線 356）

輝
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を
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の
つ

ば
さ
」「
山
梨
県
女
性
の
つ
ば
さ
」

「
や
ま
な
し
女
性
海
外
セ
ミ
ナ
ー
」

に
参
加
し
た
女
性
の
皆
さ
ん
で
構

成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
韮
崎
市
に

在
住
す
る
会
員
の
方
々
が
、
平
成

8
年
に
韮
崎
会
を
発
足
さ
せ
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
会
で
は
、
海
外
研
修
等
の

成
果
を
、
女
性
団
体
活
動
を
中
心

に
地
域
へ
還
元
し
、
研
修
に
務
め
、

会
員
相
互
の
連
携
を
図
り
、
韮
崎

市
の
女
性
の
地
位
向
上
と
福
祉
の

増
進
、
国
際
交
流
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
主
な
活
動
内
容
は
、
韮
崎
市
女

性
団
体
連
絡
協
議
会
の
活
動
へ
の

参
加
、
姉
妹
都
市
フ
ェ
ア
フ
ィ
ー

ル
ド
市
か
ら
の
留
学
生
と
の
交
流

会
へ
の
参
加
協
力
、
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
取
り
組
み
、
ま
た
外

部
か
ら
講
師
を
招
い
て
の
学
習
会
、

会
員
の
問
題
提
起
等
に
よ
る
学
習

会
・
研
修
会
等
を
定
期
的
に
実
施

し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
会
の
活
動
を
広
め
て
い

く
た
め
、
会
の
主
旨
に
賛
同
す
る

方
々
へ
の
入
会
を
呼
び
か
け
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
興

味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
山
梨
県
女
性
の
つ
ば
さ

�

韮
崎
会
（
石
井
）

�

☎
2
2
-3
6
4
8

学
び
あ
い
、そ
し
て

高
め
あ
う
女
性
団
体
を
目
指
し
て

�

山
梨
県
女
性
の
つ
ば
さ
韮
崎
会

▲今年度も姉妹都市交流事業へ参加協力

平成　　年度27
韮崎市男女共同参画フォーラム

チ
ー
ム
韮
崎
で
、

の
共
同
か
ら
協
働
へ

男（
ひ
と
）
女（
ひ
と
）

と

市
民
目
線
の

 

魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
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ニ
コ
リ

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

イ
ベ
ン
ト
情
報

ニ
コ
リ
主
催
イ
ベ
ン
ト

�

問
合
せ
☎
2
2
―
1
1
2
1

昔
懐
か
し
い
映
画
上
映
会

■
日
時　
12
月
20
日
（
日
）

　
開
演
13
時
30
分
（
開
場
13
時
）

■
場
所　
3
階
多
目
的
ホ
ー
ル

■
定
員　
70
名
（
参
加
無
料
）

餅
つ
き
大
会
in
ニ
コ
リ（
無
料
）

　
臼
と
杵
を
使
っ
た
、
つ
き
た
て

の
お
い
し
い
お
餅
を
お
召
し
上
が

り
く
だ
さ
い
。
お
子
様
用
の
杵
も

用
意
し
ま
す
の
で
、
ご
家
族
み
な

さ
ん
で
是
非
ご
体
験
く
だ
さ
い
。

※
お
餅
の
数
に
限
り
あ
り

■
日
時　
1
月
9
日
（
土
）

　
　
　
　
14
時
か
ら（
計
3
回
実
施
）

■
場
所　
1
階
共
用
ス
ペ
ー
ス

骨
盤
エ
ク
サ
サ
イ
ズ	

	

　
　
　
～
ピ
ラ
テ
ィ
ス
～

　
ゆ
っ
た
り
し
た
動
き
な
の
で
身

体
の
堅
い
人
で
も
大
丈
夫
で
す
。　

日
常
生
活
で
に
使
え
る
エ
ク
サ
サ

イ
ズ
を
紹
介
し
ま
す
。

■
日
時　
1
月
15
、
22
、
29
日
、

　
　
　
　
2
月
5
、12
日
（
全
5
回
）

　
　
　
　
19
時
30
分
～
20
時
30
分

■
場
所　
ニ
コ
リ
和
室
1
・
2

■
参
加
費　
5
，
0
0
0
円

■
定
員　
15
名　

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切

■ 

持
ち
物　
バ
ス
タ
オ
ル
（
ヨ
ガ

マ
ッ
ト
で
も
O
K
）
飲
料
水
、

運
動
の
で
き
る
服
装

■
講
師　
鈴
木
つ
な�

先
生

■ 

申
込　
総
合
受
付
に
て
申
込
用

紙
に
参
加
費
を
添
え
て
お
申
し

込
み
下
さ
い
。

市
立
図
書
館

�

問
合
せ
☎
2
2
―
4
9
4
6

朗
読
の
つ
ど
い
（
無
料
）

　
12
月
は
韮
崎
高
校
放
送
部
と
朗

読
グ
ル
ー
プ
ひ
び
き
の
会
の
皆
さ

ん
が
出
演
し
ま
す
。

■
日
時　
12
月
19
日�（
土
）

　
　
　
　
14
時
～
15
時

■
場
所　
図
書
館
会
議
室

■
内
容
（
作
品
名
・
朗
読
者
）

　
「
待
つ
」�

�

太
宰�

治
作

�

朗
読　
小
林
方
子
氏

　
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
ま
え
の
ば
ん
」

�

ク
レ
メ
ン
ト
・
C
・
ム
ー
ア
作

　
「
ロ
ウ
ソ
ク
」�ア
ン
デ
ル
セ
ン
作

　
「
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
っ
て

�　
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
?
」

�

フ
ラ
ン
シ
ス
P
チ
ャ
ー
チ
作

　
「
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
」

�

シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
作

�

朗
読　
韮
崎
高
校
放
送
部

ク
リ
ス
マ
ス
会
（
無
料
）

　
人
形
劇
や
、
英
語
の
絵
本
の
読

み
聞
か
せ
、
歌
や
ハ
ン
ド
ベ
ル
演

奏
な
ど
、
楽
し
い
催
し
物
が
い
っ

ぱ
い
。
サ
ン
タ
さ
ん
か
ら
の
プ
レ

ゼ
ン
ト
も
あ
り
ま
す
。

■
日
時　
12
月
12
日
（
土
）

　
　
　
　
14
時
～
15
時

■
場
所　
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

■ 

対
象��

0
歳
か
ら
小
学
校
低
学
年

ま
で
の
お
子
さ
ん
と
そ
の
家
族

ク
リ
ス
マ
ス
☆
コ
ン
サ
ー
ト

　
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
や
、
子
ど

も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
曲
を

た
っ
ぷ
り
お
届
け
し
ま
す
。

■
日
時　
12
月
12
日
（
土
）

　
　
　
　
15
時
10
分
～
16
時

■
場
所　
図
書
館
会
議
室

■
参
加
費　
無
料

■
出
演
者　
音
楽
塾

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
よ
る
図

書
館
の
利
用
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
開
始
に

よ
る
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

発
行
終
了
に
伴
い
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
に
よ
る
図
書
館
利
用

サ
ー
ビ
ス
を
平
成
28
年
3
月
末
で

終
了
し
ま
す
。
利
用
し
て
い
る
方

は
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
又
は
お
サ

イ
フ
ケ
ー
タ
イ
へ
の
切
り
替
え
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
手
続
き
方
法

　
平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
に
図

書
館
に
現
住
所
の
確
認
で
き
る
身

分
証
明
書
を
持
参
し
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。
利
用
カ
ー
ド
の
発
行

手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

�

問
合
せ
☎
2
3
―
7
6
7
6

に
ら
★
ぐ
る
み
ん
学
校	

	

　
　
フ
ー
ド
・
ド
ラ
イ
ブ

　
同
じ
空
、
同
じ
ま
ち
の
寒
空
の

下
で
ひ
っ
そ
り
と
お
な
か
を
す
か

せ
て
年
越
し
を
す
る
。
そ
ん
な
人

た
ち
に
食
べ
物
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
せ
ん
か
。
ご
家
庭
に
眠
っ
て
い

る
缶
詰
・
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
レ
ト

ル
ト
食
品
・
麺
類
・
粉
ミ
ル
ク
な

ど
を
ご
寄
附
く
だ
さ
い
。
N
P
O

法
人
フ
ー
ド
バ
ン
ク
山
梨
を
と
お

し
て
、
食
べ
物
を
必
要
と
し
て
い

る
方
々
に
お
届
け
し
ま
す
。

■
受
付
期
間　

　
12
月
1
日
（
火
）
～
6
日
（
日
）

　
9
時
～
17
時

■ 

受
付
場
所　
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
内
に
ら
★
ち
び

大
蓮
寺
さ
ん
に
い
こ
う
（
無
料
）

　

子
育
て
法
話
を
聞
き
な
が
ら
、

今
年
一
年
を
振
り
返
り
、
幸
せ
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　
12
月
10
日
（
木
）

　
　
　
　
10
時
30
分
～
12
時

※
集
合　
10
時　
ニ
コ
リ
玄
関

■
定
員　
10
組
（
要
電
話
予
約
）

■
場
所　
大
蓮
寺（
本
町
2
丁
目
）

韮
崎
市
フ
ァ
ミ
リ
ー	

	
　
サ
ポ
ー
ト
入
会
説
明
会

　
入
会
案
内
や
先
輩
マ
マ
の
体
験

談
、
ま
か
せ
て
会
員
さ
ん
の
「
お

も
て
な
し
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
」
も
あ

り
ま
す
♪�

■
日
時　
12
月
15
日
（
火
）

　
　
　
　
10
時
30
分
～
11
時
30
分

■
場
所　
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

■ 

対
象　
0
歳
児
か
ら
小
学
生
の

保
護
者
（
プ
レ
マ
マ・パ
パ
も
可
）

■
申
込　
随
時
電
話
申
込

に
ら
★
ち
び
年
末
大
掃
除

　
1
年
の
感
謝
を
こ
め
て
大
掃
除

を
行
い
ま
す
。

※�

お
も
ち
ゃ
や
マ
ッ
ト
が
順
次
な

く
な
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
願
い
ま
す
。

■
日
時　
12
月
25
日
（
金
）

　
　
　
　
9
時
～

な
ん
に
も
な
い
ひ
ろ
ば

　
大
掃
除
に
伴
い
、支
援
セ
ン
タ
ー

内
が
、お
も
ち
ゃ
も
マ
ッ
ト
も
何
も

な
い
、
か
ら
っ
ぽ
ひ
ろ
ば
に
！

■
期
間　
12
月
26
日
（
土
）

　
　
　
　
　
～
27
日
（
日
）

赤
ち
ゃ
ん
タ
イ
ム
の
お
知
ら
せ

　
0
～
3
歳
の
赤
ち
ゃ
ん
や
幼
児

が
安
全
に
ゆ
っ
た
り
過
ご
せ
る
よ

う
、
保
育
園
児
、
幼
稚
園
児
の
利

用
は
14
時
か
ら
と
な
り
ま
す
。

■
期
間

　
12
月
24
日
（
木
）
～
25
日
（
金
）

　
1
月
5
日
（
火
）
～
8
日
（
金
）　

17



乾燥の季節です！火気の取扱いにご注意を
　最近、受動喫煙に対する意識の向上に伴い、ベランダやバルコニー
におけるタバコ火災の件数が全国的に増加傾向にあります。風が強い
日は、ベランダ等での喫煙を控えるか、喫煙する際には、水を張った
灰皿を用意するなどの対策を行いましょう。
　市民の皆さんの火災を起こさない意識・行動が大切です。
　みんなで火災の発生防止に努めましょう。
■問い合わせ　総務課防災交通担当（内線 339・399）

く
ら
し
の

情
報

infor
mation

　
お
知
ら
せ

乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診	

、	

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク	
の

受
診
券
発
行
の
受
付
は	

	

12
月
11
日
ま
で
！

■
対
象
者

乳
が
ん
検
診

　
本
年
度
25
歳
以
上
に
な
る
方

子
宮
が
ん
検
診

　
本
年
度
20
歳
以
上
に
な
る
方

人
間
ド
ッ
ク

　
韮
崎
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
、
本
年
度
40
歳
か
ら
74
歳
（
平

成
28
年
3
月
31
日
時
点
）
の
、
今

年
度
の
総
合
健
診
を
受
診
さ
れ
て

い
な
い
方

脳
ド
ッ
ク

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、

本
年
度
50
歳
以
上
（
平
成
28
年
3

月
31
日
時
点
）の
、昨
年
度
脳
ド
ッ

ク
を
未
受
診
の
方

■
受
付
期
間

　
12
月
11
日
（
金
）
ま
で

■
受
付
場
所

　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
持
ち
物
（
受
付
時
）

・
健
康
保
険
証

・
自
己
負
担
金

　
乳
が
ん　
　
1
，
0
0
0
円

　
子
宮
が
ん　
2
，
0
0
0
円

・
精
神
障
害
（
1
級
）
の
方

・
要
介
護
度
3
以
上
の
方

※
ご
本
人
ま
た
は
家
族
の
同
意
に

よ
り
、
支
援
の
た
め
に
必
要
な
個

人
情
報
は
、
公
共
機
関
等
で
平
常

時
か
ら
情
報
共
有
し
ま
す
。
た
だ

し
、
同
意
の
な
い
場
合
は
、
登
録

の
み
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課
社
会
福
祉
担
当

�

（
内
線
1
8
0
）

（
※
70
歳
以
上
は
無
料
）

■
問
い
合
わ
せ

　
保
健
課
健
康
増
進
担
当

　
　
　
　
　
☎
2
3
-4
3
1
0

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
及
び
電

子
証
明
書
の
交
付
・
更
新
等
の

終
了
の
お
知
ら
せ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
開
始
に

伴
い
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
及

び
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
格
納

さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書
の
交

付
・
更
新
等
が
終
了
と
な
り
ま
す
。

　
確
定
申
告
等
で
電
子
証
明
書
を

ご
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
有
効
期

限
を
ご
確
認
の
う
え
、
事
前
に
更

新
さ
れ
る
か
、
新
た
に
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
ご
取
得
願
い
ま
す
。

■
交
付
・
更
新
等
終
了
期
日

【
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
】

　
（
有
効
期
限
10
年
間
）

　
12
月
28
日
（
月
）
17
時

※�

有
効
期
間
満
了
日
の
3
ヶ
月
前

か
ら
更
新
手
続
き
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
身
分
確

認
に
よ
っ
て
は
即
日
交
付
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
公
的
個
人
認
証（
電
子
証
明
書
）】

　
（
有
効
期
限
3
年
間
）

　
12
月
22
日
（
火
）
17
時

※�

有
効
期
間
満
了
日
の
3
ヶ
月
前

か
ら
更
新
手
続
き
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
本
人
の

み
の
申
請
と
な
り
ま
す
。

■
交
付
・
更
新
手
数
料

　
5
0
0
円

■
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　
市
民
課
市
民
担
当

�

（
内
線
1
2
3
～
1
2
6
）

山
梨
県
心
身
障
害
者
自
動
車
燃

料
費
助
成
金
請
求
を
受
付

　
平
成
27
年
1
月
か
ら
12
月
ま
で

の
自
動
車
燃
料
購
入
費
の
助
成
を

行
い
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方
は
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

�

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
減

免
を
受
け
て
い
る
方
で
、
次
の

い
ず
れ
か
を
所
持
し
て
い
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳�

1
・
2
級

・
療
育
手
帳�

A

・
戦
傷
病
者
手
帳
特
別
項
症�

　
（
第
1
・
第
2
項
症
）

■
受
付
（
韮
崎
会
場
）

　
平
成
28
年
1
月
21
日
（
木
）

　
10
時
～
16
時

■
場
所　
北
巨
摩
合
同
庁
舎

※�

韮
崎
会
場
以
外
で
も
実
施
し
ま

す
。（
詳
細
要
問
合
せ
）

■
持
ち
物

①
山
梨
県
心
身
障
害
者
自
動
車
燃

　
料
費
助
成
金
請
求
書

②�

宛
名
に
請
求
者
氏
名
が
記
載
印

　

�

字
さ
れ
た
領
収
書
及
び
購
入
量　

計
算
書
、
又
は
燃
料
購
入
先
で　

証
明
を
受
け
た
支
払
証
明
書

③
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

　

�

戦
傷
病
者
手
帳
の
い
ず
れ
か
。　

（「
減
免
済
」
印
が
あ
る
も
の
）

④
印
鑑

⑤
減
免
対
象
車
両
の
車
検
証

⑥
請
求
者
の
預
金
通
帳
（
店
名
・

　

�

預
金
種
目
・
口
座
番
号
の
確
認　

が
で
き
る
も
の
。）

■ 

請
求
書
・
購
入
量
計
算
書
及
び

支
払
証
明
用
紙
の
配
布
場
所

・
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
福
祉
課

・
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
峡
北
支

　
所
（
北
巨
摩
合
同
庁
舎
内
）

・
市
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

※�

中
北
保
健
福
祉
事
務
所
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷
可

■
問
い
合
わ
せ

　
県
中
北
保
健
福
祉
事
務
所

　
福
祉
課
障
害
福
祉
担
当

�

☎
0
5
5
-2
3
7
-1
3
8
1

災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
に

登
録
を
！

　
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障

が
い
の
あ
る
方
な
ど
の
う
ち
、
日

常
生
活
の
な
か
で
手
助
け
を
必
要

と
す
る
方
が
事
前
に
登
録
を
す
る

こ
と
で
、
災
害
時
に
避
難
援
助
な

ど
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
対
象
者

・
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

・
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

・
身
体
障
害
（
1
・
2
級
）
及
び

　
知
的
障
害
（
療
育
手
帳
A
）
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防
災
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
平
常

時
・
非
常
時
を
問
わ
ず
そ
の
地
域

に
密
着
し
、
住
民
の
安
心
と
安
全

を
守
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

■
活
動
内
容
は

　
火
災
現
場
で
の
消
火
活
動
を
は

じ
め
、
地
震
や
風
水
害
と
い
っ
た

大
規
模
災
害
発
生
時
の
救
助
・
救

出
、
警
戒
巡
視
、
避
難
誘
導
、
災

害
防
御
な
ど
、
様
々
な
現
場
で
活

躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

市
民
へ
の
啓
発
、
広
報
活
動
、
防

火
指
導
等
に
も
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

■
入
団
資
格

　

�

市
内
に
在
住
又
は
勤
務
し
て
い

る
18
歳
以
上
の
方

■
消
防
団
の
待
遇
は

　
年
額
報
酬
、
退
職
報
償
金
や
出

動
手
当
が
支
給
さ
れ
、
公
務
災
害

補
償
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
韮
崎
市
で
は
団
員
が

特
定
の
店
舗
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る「
消
防
団
サ
ポ
ー
ト
事
業
」

や
「
協
力
事
業
所
表
示
制
度
」
な

ど
、
地
域
や
企
業
と
連
携
し
消
防

団
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

※�「
消
防
団
サ
ポ
ー
ト
事
業
」及
び

「
協
力
事
業
所
表
示
制
度
」の
詳

し
い
内
容
は
、韮
崎
市
H
P
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
防
災
交
通
担
当

�

（
内
線
3
3
9
～
3
9
9
）

マ
マ
の
イ
キ
イ
キ
応
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
マ
マ
が
ハ
ッ
ピ
ー
な
ら
家

族
も
ハ
ッ
ピ
ー
♪

　
子
育
て
だ
け
で
は
な
く
、
パ
ー
ト

ナ
ー
や
両
親
、
マ
マ
友
、
職
場
の
人

間
関
係
な
ど
様
々
な
悩
み
を
解
決
す

る
ヒ
ン
ト
満
載
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

■
日
時　
1
月
21
日
、2
月
4
日・

　
18
日
・
25
日
、
3
月
10
日

　
10
時
～
正
午

■
場
所　
ぴ
ゅ
あ
総
合（
甲
府
市
）

■
講
師　
山
崎
洋
実
氏

■
定
員　
45
名
（
先
着
順
）

■
受
講
料　
1
7
，
0
0
0
円

■
託
児　
15
名
（
先
着
順
）

　
（
5
，
0
0
0
円
／
5
回
）

■ 

申
込
方
法　
氏
名
、電
話
番
号
を

記
載
の
上
、
E
メ
ー
ル
で
申
込

　

�m
am

aiki239

＠hotm
ail.com

■ 

問
い
合
わ
せ　
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ミ
ー

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
山
梨
（
久
保
寺
）

☎
0
9
0
-1
6
6
5
-0
4
0
4

　
講
演
会

人
権
啓
発
講
演
会	

	

辛
さ
が
2
倍
な
ら
楽
し
さ
も
2
倍

　
講
師
の
杉
山
さ
ん
は
性
同
一
性

障
害
を
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
。
講
演

会
で
は
、
多
様
な
人
々
が
抱
え
る

生
き
づ
ら
さ
を
打
開
す
る
ヒ
ン
ト

に
つ
い
て
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
日
時　
12
月
16
日
（
水
）

　
13
時
30
分
～
15
時

■
場
所　
県
立
図
書
館

■
参
加
無
料　
※
事
前
申
込
不
要

■
問
い
合
わ
せ

　
山
梨
県
県
民
生
活・男
女
参
画
課

�

☎
0
5
5
-2
2
3
-1
3
5
1

　
相　
談

無
料
法
律
相
談	

	
	

山
梨
学
院
大
学
法
科
大
学
院
共
催��

■
日
時　
12
月
19
日
（
土
）

　
1
月
16
日
（
土
）
13
時
～
16
時

■
場
所　
ニ
コ
リ
1
階
会
議
室

■
定
員　
各
先
着
12
名（
要
予
約
）

■
相
談
時
間　
1
人
30
分
以
内

※�

相
談
に
は
弁
護
士
の
ほ
か
に
法

科
大
学
院
生
も
同
席

■
予
約
日　
12
月
8
日
（
火
）

　
8
時
30
分
か
ら
（
電
話
可
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

�

（
内
線
3
5
6
）

■
実
施
期
間

　
12
月
21
日
（
月
）
～
25
日
（
金
）

　
（
祝
祭
日
を
除
く
）

※
入
浴
時
間

　
9
時
30
分
～
15
時
30
分

■
問
い
合
わ
せ

　
韮
崎
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

�

☎
2
2
-6
9
4
4

　
募　
集

地
域
を
つ
な
ぐ
健
康
作
り		

料
理
講
習
会�

参
加
者
募
集

　

食
生
活
改
善
推
進
員
会
で
は
、

「
減
塩
」
と
「
野
菜
あ
と
一
品
」
の

普
及
を
目
指
し
た
ミ
ニ
講
習
会
と

調
理
実
習
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時　

　
1
月
22
日
（
金
）
10
時
～
14
時

■
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
対
象
者

　

�

市
内
在
住
の
40
歳
か
ら
70
歳
代

の
方
（
先
着
25
名
）

■
参
加
料　
無
料

■
持
ち
物　
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、　

　
筆
記
用
具

■
募
集
締
切　
1
月
8
日
（
金
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
保
健
課
健
康
増
進
担
当

�

☎
2
3
-4
3
1
0

消
防
団
員
募
集
‼

　
あ
な
た
も
地
域
の
守
り
手
に
な

り
ま
せ
ん
か
。
消
防
団
は
、
地
域

を
熟
知
し
て
い
る
若
い
力
を
必
要

と
し
て
い
ま
す
。

　
消
防
団
は
地
域
に
お
け
る
消
防

　
イ
ベ
ン
ト

冬
至
は
ゆ
ず
湯
で
ほ
っ
か
ほ
か

　
韮
崎
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

は
、
12
月
22
日
の
冬
至
に
ち
な
ん

で
、
今
年
も
体
の
温
ま
る
ゆ
ず
湯

の
サ
ー
ビ
ス
を
し
ま
す
。

　
ゆ
ず
湯
は
血
行
促
進
及
び
、
神

経
痛
、
腰
痛
等
を
和
ら
げ
る
効
果

が
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
是
非

ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

★
火
災
に
よ
る
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
、
大
掃
除
の
際
は
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
の
定
期
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
！

●国民健康保険より
11月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担
額）は、143,265,534 円（前年同月比�6.56%減）で、
1人あたりの保険者負担額は、18,431円（前年同月比�
4.53%減）でした。引き続き健康に気をつけ医療費の
節約にご協力ください。

●市の人口　11月 1日現在� （前月比）
　　男　：15,171 人 ( うち外国人 176人）� ー 2人
　　女　：15.389 人 ( うち外国人 258人）� − 14人
　　計　：30,560 人 ( うち外国人 434人 )� − 16人
　世帯数：12,458 世帯� 　16世帯

証明書のコンビニ交付及び自動交付機の
一時利用停止のお知らせ

　コンビニでの証明書交付及び市役所の自動交付機が、個人番号（マイ
ナンバー）カードに対応させるための工程試験のため、証明書発行業務
を一時停止します。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。
■利用停止期間
　12月 15日（火）午前 6時 30分から翌 16日（水）午後 11時まで
■問い合わせ　市民課市民担当（内線 123～ 126）
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大村 智博士 ノーベル医学・生理学賞受賞記念事業

命名記念式典＆記念ウォーク
12/20［日］ 10：00am 雨天決行

　本市名誉市民で、北里大学特別栄誉教授の大村
智博士が、豊かな自然環境に育まれた少年時代に、
自宅（現:韮崎大村美術館付近）から韮崎中学校（現
在の市役所付近）まで日々通った約 1.8 キロの通
学路を、このたびのノーベル医学・生理学賞の受
賞を記念して『幸福の小径（こうふくのこみち）』
と名付け、世界の平和と幸福に貢献された博士の
功績を称えることとしました。
　今後は、博士の像に加え、女子美術大学の学生
やＯＧなど、新進気鋭の若手芸術家の彫刻作品等
を小径沿いに設置するなど、アートで創出した新
たな憩いのスポットとして、市民の皆さんをはじ
めとする多くの方々に、末永く愛され、親しまれ
る小径となるよう努めていきます。

記念式典＆記念ウォーク参加者募集
　記念式典終了後、甘利沢川さくら公園から韮崎大村美術館を
経由して、わに塚のサクラ、願成寺を巡る、約５ km の記念
ウォーク（幸福の小径歩き初め）を実施します。どなたでもご参
加いただけますので、大村智博士がみた原風景に思いを馳せな
がら歩いてみませんか。
■集合時間：式典・ウォークとも 9時 45分までに集合して
　　　　　　ください。
■駐 車 場：旭陽電気㈱・市役所・すずらん保育園をご利用
　　　　　　ください。
☆参加上の注意点
・動きやすい服装（防寒具）、履き慣れた靴でご参加ください。
・ペットボトル（500ml）の水を主催者で用意しますが、必要
に応じて各自でご用意ください。

■お問い合わせ 記念式典について　商工観光課観光担当　☎22-1111（内線 210）
ウォークについて　保健課保健指導担当　☎23-4310

甘利沢川さくら公園［武田橋寄り特設会場］

●発行：韮崎市　〒407-8501　山梨県韮崎市水神一丁目 3-1　●編集：企画財政課企画推進担当　●毎月 1日発行
●問い合わせ：　　0551-22-1111　　0551-22-8479　●URL：http://www.city.nirasaki.lg.jp/

作って
楽しい！

か
わ
い
い
キ
ャ
ラ
弁

ゆ
ず
も
も
さ
く
ら
先
生
の
キ
ャ
ラ
弁
教
室

大村博士
参列予定

　
11
月
7
日
、
藤
井
町
出
身
で

キ
ャ
ラ
弁
作
り
の
講
師
と
し
て

活
躍
し
て
い
る
、
ゆ
ず
も
も
さ

く
ら
先
生
こ
と
下
原
香
織
さ
ん

を
招
き
、
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

ニ
コ
リ
で
初
心
者
向
け
の
キ
ャ

ラ
弁
作
り
教
室
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
下
原
さ
ん
は
、
3
人
の
お
子

さ
ん
を
お
持
ち
で
、
5
年
間
毎

日
か
か
さ
ず
キ
ャ
ラ
弁
を
作
り

続
け
た
経
験
を
活
か
し
、
県
内

を
中
心
に
キ
ャ
ラ
弁
作
り
の
講

師
等
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
参
加
し
た
11
名
の

方
々
の
多
く
は
キ
ャ
ラ
弁
作
り

初
挑
戦
と
の
こ
と
で
、
慣
れ
な

い
手
つ
き
な
が
ら
も
か
わ
い
ら

し
い
キ
ャ
ラ
弁
作
り
を
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
。

　
キ
ャ
ラ
弁
は
一
見
難
し
そ
う

に
思
え
ま
す
が
、
意
外
と
簡
単

に
作
れ
る
も
の
も
あ
る
そ
う
で

す
。

　
皆
さ
ん
も
キ
ャ
ラ
弁
作
り
の

基
礎
を
学
ん
で
、
韮
崎
市
の
イ

メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ニ
ー

ラ
」
の
キ
ャ
ラ
弁
に
挑
戦
し
て

み
る
と
、
き
っ
と
お
子
さ
ん
も

大
喜
び
で
す
ね
。

■
キ
ャ
ラ
弁
教
室
の
開
催
依
頼

に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

☎
0
9
0
-5
8
1
1
-4
4
8
3

�

（
下
原
香
織
さ
ん
）


